
計 － 73

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

－ 72環境保全調査費

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

職員旅費 － 1 入替要求による新規要求

－

(　－　) (　－　) (　－　) (　－　)

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　－　（円／　　　　　　　　） 算出根拠
※国際的な水環境問題の改善促進のための検討業務であり単位当た
りのコストの設定は困難。

モデル事業（FS,現地実証試験）等
実施数

活動実績

（当初見込
み）

事業数
－ － －

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

　我が国企業の海外展開を通じた海外の水環
境改善を目指すパイロット的な取組であることか
ら、本事業実施による定量的な目標を設定する
ことが困難。

成果実績 － － － － －

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ － －

執行率（％）

- - - - 73

執行額 - - -

繰越し等 - - - -

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 73

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　我が国の民間企業による、水質汚濁が深刻化するアジアをはじめとする海外への水処理技術（中小規模生活排水処理や産業
排水処理、水域の直接浄化等）の展開促進を通じ、世界の水環境改善に貢献する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　公募を通じて選定した民間事業者による実現可能性調査（ＦＳ）や現地実証試験等を支援するとともに、現地のビジネス環境の
改善（環境規制執行改善も含めた相手国政府への働きかけなど）、国内企業（特に高い技術を有する一方で情報、人材面等の理
由で海外展開を躊躇する中小企業）に対する現地の環境規制やプロジェクト情報の提供、現地企業とのマッチングの機会提供な
ど、継続的に我が国水関連企業の有する優れた水処理技術の海外展開を促進・支援するための施策を実施する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 3-3 水環境の保全（海洋環境の保全を含む）

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成２５年度～ 担当課室 水環境課 水環境課長　北村　匡

事業番号 新25追加-001
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 我が国の優れた水処理技術の海外展開支援 担当部局庁 水・大気環境局



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

- -

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

-

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算

の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

-

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

評価に関する説明

・「日本経済再生に向けた緊急経済対策(H25.1閣議決
定）」にも「成長による富の創出」や「日本企業の海外展
開支援」が位置付けられているところ。
・民間企業の進出支援であるが、官民連携によりより一
層の進出機会の拡大が期待できる。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業と
なっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

- -



計 － 93

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

環境保全調査費 － 93 入替要求による新規要求

-

(       －       ) (       －        ) (       －       )

単位当たり
コスト

　　　　　　　　－　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠
潜在的に環境リスクを抱える物質に関する整理、検討等を行う事業で
あり、単位当たりコストを算出することは不可能。

潜在的に環境リスクを抱える物質の洗い出し及
びリスク評価や実態調査・危機管理の検討等。

活動実績

（当初見込
み）

- - -

-

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

潜在的に環境リスクを抱える物質に関する整
理、検討等を行う事業であり、定量的な成果目
標を設定することがそぐわない事業である。

成果実績 - - - -

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

執行率（％） - － －

- - - - 93

執行額 - - -

繰越し等 - - - -

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 93

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

自治体、工場・事業所における、水質事故の再発防止及び原因究明の迅速化等今後の水質事故に備えた危機管理・リス
ク管理が推進されることで、事故時のみならず災害時における有害物質の流出の際も、水環境の安全・安心が確保さ
れ、国民の健康の保護に資する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①　潜在的な環境リスクを与えうる物質の抽出及びリスク評価、
②　環境中における存在状況、工場・事業所からの排出実態等の調査、
③　自治体、工場・事業所における危機管理・リスク管理のための方策検討
等を行い、自治体等における水質事故に備えた危機管理、リスク管理を推進する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 3-3 水環境の保全（海洋環境の保全を含む）

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

環境基本法第16条、第28条、水質汚濁防止法
第２条、第３条、第24条の２

関係する計画、
通知等

利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検
討会中間取りまとめ（平成24年8月）

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室 水環境課 水環境課長　北村　匡

事業番号 新25追加-002
平成２４年行政事業レビューシート　(環境省)

事業名 水環境の危機管理・リスク管理推進事業 担当部局庁 水・大気環境局



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

- -

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

-

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

-

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

評価に関する説明

・利根川水系における水質事故では、１都４県の浄水場
における取水停止や千葉県における３６万戸の断水・減
水といった広範囲の影響が見られ、水環境に対する社会
不安が広がった。
・このため、水環境に関して国民の安全を確保し、水環
境保全への信頼を確保するため、早急に、同様事案の
発生を防止し、万が一問題が生じた場合に迅速な対応
を図る体制を整えることが重要。
・本事業は、これまで未規制とされてきた物質を対象とし
ており、今後の水質保全行政に従来のリスク評価ではな
く、新たな視点でのリスク評価を取り入れ、工場・事業場
における排水管理を進めるものであることから、国にお
いて実施すべき事業である。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

- -



事業番号 新25追加-003
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名
レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進

事業費
担当部局庁 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室 企画課リサイクル推進室 室長　永島　徹也

会計区分 一般会計 施策名
4-2 各種リサイクル法の円滑な施行によるリサイクル等

の推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　資源小国の我が国において、レアメタル等の有用金属が多く含まれる使用済製品は、循環資源としての有効利用が期待されているが、その
多くが廃棄されている状況にある。
　このため、多くの市町村等の参加の下で、本年４月施行予定の「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（小型家電リサイク
ル法）が円滑に施行され、廃棄物の減量化・有用金属の再資源化を行うことで、循環型社会形成の推進と資源の安定供給を確保する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　小型家電リサイクル法が円滑に施行されるためには、多くの市町村等の参加が不可欠であるとともに、使用済小型電子機器等の不適正な輸
出による海外流出を防止する必要がある。
　このため、市町村等の参加促進に向けた支援、国民・市町村への法制度の情報発信を行うとともに、使用済小型電子機器等の適切な国際移
動を担保するための調査検討を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 453

補正予算 -

繰越し等 - - - -

- - - - 453

執行額 - - -

執行率（％） - - -

成果指標 単位 21年度 22年度

％

23年度
目標値

（27年度）

使用済小型電子機器等の再資源化を実施した
量

成果実績 kg/年・人 － － － 1

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

―

(                   ) (                   ) (                )

単位当たり
コスト

　　　　　－（円／　　　　　　　　） 算出根拠 －

本事業は本年４月施行予定の小型家電リサイク
ル法の円滑な施行を図るため必要な調査等を
行うものであり、定量的な活動指標の設定が困
難である。

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

職員旅費 - 0.4 入替要求による新規要求

- 453環境保全調査費

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 - 453



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー－ －

評価に関する説明

本事業は本年４月施行予定の小型家電リサイクル法の
円滑な施行を図るため必要な調査等を行うものである。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

－

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

－

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

-

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

-

-

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見



－

(                   ) (                   )

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

・支援事業実施数

活動実績

（当初見込
み）

支援事
業実施
数

－ － －

事業番号 新25追加-004
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業 担当部局庁 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室

循環型社会推進室
リサイクル推進室

循環型社会推進室長　河本　晃利
リサイクル推進室長　永島　徹也

会計区分 一般会計 施策名
4-1 国内及び国際的な循環型社会の構築
4-2 各種リサイクル法の円滑な施行によるリサイクルの推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

循環型社会形成推進基本法（平成十二年六月二日
法律第百十号）　第三十一条 ・・・『国際的協調のた
めの措置』

関係する計画、
通知等

循環型社会形成推進基本計画第５章『国の取組』第３節『海外との
関係における資源循環』、３Ｒイニシアティブ

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　先進的な我が国循環産業の海外における事業展開を支援するとともに、次世代の循環産業を育成することにより、世界規模で
環境負荷を低減し、我が国経済の活性化につなげる。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　我が国循環産業の国際展開を戦略的に進めるため、国際展開を計画している事業者に対して、実現可能性調査、現地関係者と
の合同ワークショップ、研修等の支援を行う。また、海外の廃棄物処理・リサイクルに関する情報の収集・提供、我が国循環産業・
技術の海外への情報発信を行う。更に、我が国循環産業の国際展開を加速するため、循環産業に係るプラットフォームの構築に
取り組んでいく。
　加えて、海外流出している循環資源に新たな付加価値をつけるリサイクルモデルなど、既存の枠組みにとらわれない新たな視点
のリサイクルビジネスのモデルについて支援する。

実施方法

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

－ － －

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 － － － － 640

補正予算 －

繰越し等 － － － －

－ － － － 640

執行額 － － －

21年度 22年度

％

執行率（％） － － －

目標値
（　　年度）

循環型社会ビジネスの市場規模を平成12年度
比で約２倍にすることを目標とする。

成果実績

達成度

成果指標

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

実現可
能性調
査実施
数

－ － －

23年度単位

－

(                   ) (                   )

単位当たり
コスト

　　　－（円／　　　　　　　　） 算出根拠 －

・実現可能性調査実施数

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

環境保全調査費 - 640 入替要求による新規要求平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 - 640



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー－ －

評価に関する説明

　我が国循環産業は先進的技術を有しており、途上国へ
の貢献度は大きい。また、海外展開に大きな可能性を有
しており、国内の経済活性化にも繋がる。
　また、海外展開を進める上で現地政府・自治体から情
報を入手する必要があり、その際に国から支援を受けて
いることは大きなアドバンテージになる。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

－

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

-

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

-

-

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見



事業番号 新25追加-005
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 製造業者等と連携した循環産業形成支援事業 担当部局庁 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成２５年度～ 担当課室 産業廃棄物課 産業廃棄物課長　廣木　雅史

会計区分 一般会計 施策名 4-4 産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

循環型社会形成推進基本法（平成12年６月２日法
律第110号）　第28条 ・・・『民間団体等の自発的な

活動を促進するための措置』

関係する計画、
通知等

循環型社会形成推進基本計画第５章『国の取組』第２節『国内
における取組』４『循環型社会ビジネスの振興』

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　製造業者等と産廃処理業者の連携・協働を支援することで、より付加価値の高い循環利用を行う循環産業を育成するとともに、
産業廃棄物の排出事業者が多数の産廃処理業者の中から優良業者を容易に選別して処理を委託しやすい仕組みを整備するこ
とにより、産業廃棄物処理業界の健全な発展につなげる。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　製造業者、流通業者、産廃処理業者により構成されるフォーラムを開催し、これらの事業者間の連携・協働に向けたビジネス・
マッチングを行うとともに、製造・流通側と処理側が連携・協働して行われた循環ビジネスの先進事例について情報発信を行う。
　また、廃棄物処理法に基づき認定を受けた優良産廃処理業者を排出事業者が容易に選択できるよう、優良産廃処理業者に関
する情報発信を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

－ － －

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 － － － － 60

補正予算 －

繰越し等 － － － －

－ － － － 60

執行額 － － －

執行率（％） － － －

成果指標 単位 21年度 22年度

％ ― ―

23年度
目標値

（　　年度）

より質の高い循環産業、優良産廃業者の育成と
いう産廃処理業界の質的な向上を目的した事業
であり、定量的な成果目標を設定することは困
難。

成果実績 ― ― ― ―

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

― ― ―

―

―

(        ―       ) (        ―       ) (      ―      )

単位当たり
コスト

　　　　　　　　―　（円／　　　　　　　　） 算出根拠

製造業者等と産廃処理業者の連携・協働を支援
するフォーラムの開催、優良産廃処理業者への
情報発信システムへの登録

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

環境保全調査費 - 60 入替要求による新規要求平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 - 60



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー─ ─

評価に関する説明

・世界的な資源制約を踏まえ、廃棄物等を貴重な資源と
してとらえ、積極的に循環利用する循環産業の育成が必
要となっている。
・しかし、従来は、必ずしも質の高い循環利用が行われ
てきたとは言えない状況にある。
・このため、国自らが率先して、製造業者等と産廃処理
業者の連携・協働を支援し、先進事例を広く情報発信す
ることが質の高い循環産業の育成につながる。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

─ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

─ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

─ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

－

─ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

─ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

─

─ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

─ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

─ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

－

─
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

─ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

－

－

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見



（－） （－） （－） （－）

―

（－） （－） （－） （－）

―

―

（－） （－） （－） （－）

国立公園魅力向上施設重点整備事業（公共） 地域
― ― ―

エコツーリズム地域活性化支援事業 地域
― ― ―

―

（－） （－） （－） （－）

エコツーリズム推進アドバイザー派遣 回数
― ― ―

―

（－） （－） （－） （－）

―

―

（－） （－） （－） （－）

―

―

（－） （－） （－） （－）

活動実績
（当初見込

み）

地域
― ―

―

ジオパークと連携した地形・地質の保全・活用推
進事業の実施地域数

地域
― ―

エコツーリズムガイド養成事業 人数
―

―

国立公園協働型管理運営体制強化事業の実施
地域数

地域
― ― ―

魅力向上モデル地域数

事業番号 新25追加-006
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 日本の自然を活かした地域活性化推進事業 担当部局庁 自然環境局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度 担当課室

総務課自然ふれあい推進室
国　　 立　 　公 　　園 　　課
自然環境整備担当参事官室

室　長　堀上　　勝
課　長　桂川　裕樹
参事官　坂本　文雄

会計区分 一般会計 施策名
　   5-2  自然環境の保全・再生
     5-5  自然とのふれあいの推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
自然公園法第10条第１項

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

　国立公園等の自然観光資源を活かすことにより日本観光の高付加価値化に資することや、多様な主体との協働による、地域の強みを活かし
た質の高い国立公園サービスを提供し、地域の活性化に寄与することを目的とする。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　事業の目的を達成するに当たり、多言語化したパンフレット等による情報提供システムの充実、サービスの質の向上、地域との協働の推進、
ジオパークと国立公園の連携、エコツーリズムへの支援、地域の専門家を活用した課題解決、展望施設や情報提供施設等について国立公園
の魅力向上のための統一的な施設整備などの取組を実施する。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　■交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

― ― ―

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 ― ― ― ― 1,295

補正予算 ―

繰越し等 ― ― ― ―

― ― ― ― 1,295

執行額 ― ― ―

執行率（％） ― ― ―

― ― ―

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ ― ―

22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

　本事業は、国立公園等の自然観光資源を活
かした日本観光の高付加価値化と、地域の強み
を活かした質の高い国立公園サービスを提供す
ることを目的としており、定量的な目標は設定で
きない。

成果実績 ― ―

環境保全調査費

費　目 24年度当初予算

―

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算

内
訳

自然公園等事業費（公共） ― 800

単位当たり
コスト

　　　　　　―　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 ―

入替要求による新規要求

― 1295

25年度当初予算 主な増減理由

職員旅費 ― 3

190

― 302

生物多様性保全推進交付金 ―

計



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー- -

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 評価に関する説明

支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

― 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

　本事業は、国内外の利用者ニーズに応える国際競争
力のある魅力的な観光地域づくりに寄与するものである
ことから、国が実施すべき事業である。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

― 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　本事業は、環境省の所管である国立公園の保護及び
利用の推進を図るためのものであることから、他省庁と
の重複はない。

― 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

― 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

― 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

― 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

　一般競争入札により支出先を選定することを原則とし
つつ、少額のものにあっては複数者から見積を取得し、
最も安価な者を支出先として決定する等、競争性を確保
した上で、適切な支出先を選定する。
　また、交付金にあっては、交付額の上限を定め、受益
者との負担関係を明確にする。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

―

-

―
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

― 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　本事業は国立公園の自然観光資源を活かすことにより日本観光の高付加価値化に資することや、多様な主体との協働による地域の強み
を活かした質の高い国立公園サービスを提供し、地域の活性化に寄与するものである。

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-



計 - 105

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

- 4.6

環境保全施設整備費補助金 - 100

環境保全調査費

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

職員旅費 - 0 入替要求による新規要求

-

- - - ( - )

単位当たり
コスト

国立公園等の荒廃や劣化を、観光地域として再
生・活性化することを目的としており、事業実施
地域により状況が異なるため、単位あたりのコ
ストで示すことはなじまない。

算出根拠 －

山岳環境保全のためのし尿処理施設等の整備

活動実績

（当初見込
み）

箇所
- - -

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

国立公園等の荒廃や劣化を、観光地域として再
生・活性化することを目的としており、定量的な
目標は設定できない。

成果実績 － － － － －

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ － －

執行率（％） - - -

- - - - 105

執行額 - - -

繰越し等 - - - -

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 105

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程
度以内）

　国立公園等の山岳地域における登山シーズンに集中した利用によりもたらされた荒廃や劣化及び３Ｋ(汚い、臭い、暗
い)によるイメージダウンを早期改善することにより、国立公園等をより魅力あるものとするとともに、観光地域として再
生・活性化することを目的とする。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　国立公園等内の一定の山岳を対象として、登山道やトイレ、山小屋などの施設についての維持管理・整備・利用の水
準や方針、訪日外国人旅行者の増大に向けた取組などを含む幅広い観点からの山岳自然環境保全計画を策定し、具
体的な取組を推進する。
　また、平成25年度から８年間で集中的・計画的にし尿処理施設等の整備を図ることとし、公共の補完的役割を山小屋
等が担う場合に限定して、山小屋等が公共的機能を発揮するために必要な環境保全施設の新設、増設を行う場合に、
国は原則としてその事業経費の1/2を補助する。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 5-2　自然環境の保全・再生

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

・生物多様性国家戦略2012
・山岳環境保全対策支援事業費補助金交付要綱
・山岳環境保全対策支援事業実施要領

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度 担当課室 国立公園課 桂川　裕樹

事業番号 新25追加-007
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 山岳環境保全対策事業 担当部局庁 自然環境局



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-

- -

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

-

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　
山岳環境保全対策支援事業の 事業採択に当たっては、国立公園・国定公園内の民間山小屋の公共的機能(公衆トイレの代替)を有するも
のを対象に限定し、受益者負担の明確化、山域ごとに設けた地域協議会における山岳環境保全と登山利用に係る議論の実施、第三者委員
会による手続きの透明化を図るとともに、支出先及び使途については、「山岳環境保全対策支援事業費補助金交付要綱」や「山岳環境保全
対策支援事業実施要領」に基づき、補助金の金額の確定時に領収書等の提出を求める等、適切に把握を行う。

　※類似事業名とその所管部局・府省名

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

-

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

○ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

山岳環境保全対策支援事業費補助金交付要綱及び山
岳環境保全対策支援事業実施要領に基づき、有識者で
構成される山岳環境保全対策審査委員会により支出先
を選定するほか、使途について補助金の金額の確定時
に請求書及びその内訳の提出を求める等行い、真に必
要なものに限定している。

評価に関する説明

国立公園等は、日本の優れた自然の風景を保護し国民
の保健休養教化に資する重要な地域であり、国立公園
等の山岳地域における荒廃、劣化を改善する目的で実
施している当該事業は、国民のニーズがあり優先度が高
い。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

- -



事業番号 新25追加-008
　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 生物多様性保全回復施設整備交付金事業 担当部局庁 自然環境局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度 担当課室 自然環境計画課生物多様性施策推進室 室長　牛場　雅己

会計区分 一般会計 施策名 ５－２　自然環境の保全・再生

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

生物多様性基本法第３条第１項及び第３項、第
５条、第８条並びに第２７条

関係する計画、
通知等

生物多様性国家戦略2012-2020
第３部第１章第１節　生態系ネットワーク

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

国の自然環境を代表する自然的特性を有する地域に隣接するなど生態学的に密接な関連を有する地域において、地
方公共団体が実施する生物多様性の保全・回復のための事業を促進することにより、地域の生物や生態系の有機的
なつながりを確保する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

国の自然環境を代表する自然特性を有する地域と生態学的に密接な関連を有する地域で、条例等に基づき指定され
た保護地域その他重要な自然環境を有する地域として選定された里地里山、湿地等において、地方公共団体が行う地
域の生態系の保全・回復を図るための生物の生息空間の整備事業のうち、先進的・効果的で全国的な観点から波及効
果が期待される事業に対し、その工事に要する費用の一部を補助する。

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　■交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 100

補正予算 -

繰越し等 - - - -

- - - - 100

執行額 - - -

執行率（％） - - -

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

地域における生物多様性の保全・回復
（保全・回復の達成状況を一律に定量化するこ

とは困難）

成果実績 - - - - -

-

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

単位当たり
コスト

２,０００万円／件 算出根拠 予算要求額／事業実施箇所数

事業実施箇所数

活動実績

（当初見込
み）

箇所
- - -

100 地域自主戦略交付金の廃止による新規要求

-

- (         -        ) (         -        ) (        -        )

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

生物多様性保全回復
施設整備交付金 －

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 － 100



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー- -

評価に関する説明

国の自然環境を代表する地域と生態学的に密接な関連
を有する地域における生物多様性の保全・回復のため
の事業を促進するものであり、生物多様性国家戦略
2012-2020にも位置づけられた「生態系ネットワーク」の
確保のために必要性の大きい事業である。
また、本事業は地方公共団体が行う生物の生息空間の
整備事業に対し、その費用の一部を補助するものであ
り、国でしか実施できない。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

－

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

－

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

地域の特性を踏まえて地方公共団体が行う生物多様性の保全・回復のための事業を支援することにより地域の生物や生態系の有機的な
つながりを確保し、もって国土全体の生物多様性の保全・回復を促進し、愛知目標の達成、自然共生社会の実現に資するために必要な経
費である。

－ －

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

－

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

－



化学物質リスク評価等加速化事業のうち、生態
毒性試験困難物質の試験法検討事業につい
て、試験困難物質を選定しその試験方法等につ
いての知見等をもとにまとめるものであり、成果
について、目標を数値化して設定し、評価するこ
とは困難。

化学物質審査規制の強化に向けた戦略検討事
業について、化学物質審査規制の戦略的強化
のため、非意図的に副生する有害物質への対
応等を検討するための事業で、成果について、
目標を数値化して設定し、評価することは困難。

アジア諸国の化学物質対策能力向上促進事業
について、日本型の管理制度の展開及び調和を
図るためにアジア諸国を対象に講習等を行う事
業であり、成果について、目標を数値化して設定
し、評価することは困難。

成果実績 - -

-

化学物質リスク評価等加速化事業のうち、地域
での化学物質の環境リスク低減支援事業につい
て、化学物質審査規制法に基づく優先評価化学
物質のリスク評価のために必要な地域別データ
の整備を行うものであるため、成果について数
値目標を設定し、評価することは困難。

-成果実績

- -

達成度 ％ - - -

- -

成果実績 - - - -

-

計 0 100

平
成
2
4
・

2
5
年
度
予
算

内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

環境保全調査費 0 100 入替要求による新規要求

―

- - - (                )

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 -

アジア諸国の化学物質対策能力向上促進事業
について、日本型の管理制度の展開及び調和を
図るためにアジア諸国を対象に講習等を行う事
業であり、目標を数値化して設定し、評価するこ
とは困難。

活動実績

（当初見込
み）

-

- - -

-

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

成果実績 - - - -

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

達成度 ％

執行率（％） - - -

- - - - 100

執行額 - - -

繰越し等 - - - -

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 100

補正予算 -
予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　2002年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議において合意された「2020年までに化学物質の製造・使用に伴う人及び環境への
著しい悪影響を最小化する」との目標（WSSD2020年目標）の達成に向けて、化学物質の安全を緊急的に点検し、国民の暮らしの安心の基盤と
なる化学物質対策を実施する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①化学物質リスク評価等加速化事業：有害性試験の実施が困難な物質についての試験法の検討、予備試験の実施、事業者等への説明会の実
施等を行う。また、最新のPRTRデータを用いて、化学物質の地域別データの整備等を行う。②化学物質審査規制の強化に向けた戦略検討事
業：平成23年４月より改正化審法が完全施行されたが、副生する有害化学物質への対応等の課題を解決するため検討調査等を行い、戦略的に
化学物質審査規制の強化を図る。③アジア諸国の化学物質対策能力向上促進事業：アジア諸国を対象に、化学物質の出口、入口規制を含め
た環境政策パッケージについて、情報や手法を伝達するため、実務者を派遣し講習を行う。また、アジア諸国の実務者を招へいし、我が国の取
組や関連施設に関する講習を実施する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 ６－２環境リスクの管理

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律

関係する計画、
通知等

-

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成２５年度～ 担当課室 企画課化学物質審査室、環境安全課

安全課長　上田　康治
化審室長　瀬川　恵子

事業番号 新25追加-009
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　( 環境省 )

事業名 化学物質緊急安全点検調査費 担当部局庁 環境保健部

- - - ―

- - - (                )

- - (                )

化学物質審査規制の強化に向けた戦略検討事
業について、化学物質審査規制の戦略的強化
等のための検討を行う事業で、目標を数値化し
て設定し、評価することは困難。

活動実績

（当初見込
み）

化学物質リスク評価等加速化事業のうち、生態
毒性試験困難物質の試験法検討事業につい
て、試験困難物質を選定その試験方法等につい
ての知見等をもとにまとめるものであり、目標を
数値化して設定し、評価することは困難。

活動実績

（当初見込
み）

-

-

-

- -

％ - - -

化学物質リスク評価等加速化事業のうち、地域
での化学物質の環境リスク低減支援事業につい
て、化学物質審査規制法に基づく優先評価化学
物質のリスク評価のために必要な地域別データ
の整備を行うものであるため、数値目標を設定
し、評価することは困難。

-

-

-

-

-

-

-

―

(                )

活動実績

（当初見込
み）

達成度

- - ―

-



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

- -

-
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっ
ているか。

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　持続可能な開発に関する世界首脳会議において合意された「2020年までに化学物質の製造・使用に伴う人及び環境への著しい悪影響を
最小化する」との目標（WSSD2020年目標）が達成できるよう、必要な検討を進め適正な執行に努める。

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

-

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

評価に関する説明

化審法については、平成21年５月の法改正の際に、附
則で施行後５年を経過した場合に見直す規定があり、平
成25年度から検討調査等を行い化学物質審査規制の
強化を図ることは、国が実施すべき優先度の高い事業。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

- -



計 － 100

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度要求 主な増減理由

環境保全調査費 － 100 入替要求による新規要求

－ － －

単位当たり
コスト

算出根拠
本事業は、地域の多様な主体による協働のもと、資源や工夫を活用して環境
課題を統合的に解決することを目的とした事業であり、単位当たりコストになじ
まない。

協働取組のモデル事業数

活動実績

（当初見込
み）

－

-

－

23年度 24年度活動見込

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度

モデル
事業数

－ －

－

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 21年度 23年度
目標値

（25年度）

多様な主体が、相互に協力・連携した協働取組を行い、多様な成
功事例を全国各地に創出する本事業の成果として、協働取組の実
施数を指標とする。ただし、当該事業は、地域の多様な主体がパー
トナーシップの下で、主体的に持続可能な地域づくりを進めることを
目的にしていることから、協働取組の多寡のみで成果を表すことは
適当でなく、目標値は設定できない。

成果実績 － － － －

達成度

22年度

％ － －

執行率（％） - - -

- -

- - - - 100

- 100

執行額 - - -

繰越し等 -
予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度

-

25年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 -

23年度 24年度

- - -

計

補正予算 -

- -

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

環境課題の解決と地域活性化を推進し、持続可能な地域づくりを進めるため、地域の多様な主体が、環境保全に関して担うべき
役割及び行動の有する意義を理解し、公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した協働取組を行い、多様な成功事例を全国各
地に創出する事業を実施する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

環境課題を統合的に解決しようとする活動、政策提案による協働取組等をモデル事業として全国で展開する。
事業の実施にあたっては、地域の多様な主体による支援事務局を設置し、指導・助言を行う。
また、これらの成果をマニュアル等として取りまとめ、波及効果が生じるよう適切に対応する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 施策名 ８－３　環境パートナーシップの形成

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する
法律第21条の4 第6項

関係する計画、
通知等

-

担当部局庁 総合環境政策局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度開始 担当課室 環境経済課民間活動支援室

環境教育推進室長
宮澤　俊輔

事業番号 新25追加-010

　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　( 環境省)

事業名
地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推
進事業



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記　（過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

予算監視・効率化チームの所見

- -

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

平成24年10月に環境教育等促進法が施行され、民間団体等による環境保全活動が効果的に推進されるよう協働取組を支援する。
また、支援に当たっては、事業費を支出するだけでなく法に基づく拠点である地方環境パートナーシップオフィスを活用し、事業実施方法等を
随時指導し、コーディネーター役も務めながら実施する。

－

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

-

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

－ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の
状

況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

環境保全に係る協働取組について、協働取組の過程を通じて
具現化するとともに、地域における各主体が、地域の資源や
創意工夫を最大限活用した協働を実施する事により環境課題
の解決とともに地域活性化に資する。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 評価に関する説明

－ －



計 － 183

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度要求 主な増減理由

環境保全調査費 － 183 入替要求による新規要求

-

－ (         －         )(         －         ) -

単位当たり
コスト

－ 算出根拠
本事業は、ワークショップや実証事業等を経て環境教育プログラムを
開発し、先進地域を形成することを目的としており、単位当たりコストに
なじまない。

プログラム作成に関わるワークショップの参加者数

活動実績

（当初見込
み）

参加者
数

－ － －

-

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

環境教育プログラムを活用して持続可能な社会を担う人材育成を推進
する成果として、環境教育プログラムを実施した学校数を指標とする。
ただし、当該事業は、持続可能な地域づくりを担う人材の育成を目的と
していることから、実施学校数の多寡のみで成果を表すことは適当でな
く、目標値は設定できない。

成果実績 - - - -

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

執行率（％）

執行額 － － － －

－

－ － － － 183

－ 183

補正予算 － －

繰越し等 － － － －

－ － －

計

25年度要求

予算
の状
況

当初予算 － － －

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

平成26年度の「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」に向けて、ＥＳＤ活動の促進を図るため、国内20カ所において、各地域個別の課題
や自然、歴史、文化等に応じたＥＳＤに従った標準的な環境教育プログラムを作成し、全国47カ所において、学校教職員、ＮＰＯ、事
業者等が集うワークショップを開催して環境教育プログラムの検証を行うとともに、関係者のＥＳＤに対する理解の深化やネットワーク
構築等を促し、郷土色豊かな環境教育プログラムを各地で共有する。
また、共有した環境教育プログラムについて、ＮＰＯ等による出前授業などにより実証を行い、必要な改善を行って環境教育プログラ
ムの熟度や効果を高めるとともに、全国各地でのＥＳＤに従った環境教育の取組を促進する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関す
る法律」第9条

関係する計画、
通知等

「リオ＋２０」成果文書及び日本イニシアティブ（H24.6）
「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の
推進に関する基本的な方針」（H24.6.26閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

環境と経済と社会が統合的に向上する持続可能な地域づくりには、優良な環境教育プログラムを通じた人材育成が必要不可欠であ
る。
持続可能な開発のための教育（以下ESD）の取組については、平成14年のヨハネスブルクサミットで、我が国が世界に呼びかけたこ
とが契機となって、国連総会でも決議が成された。
また、平成24年6月に開催された「「リオ＋20」において、ESDの更なる促進について合意されるとともに、我が国が表明した「緑の未
来」イニシアティブにおいて、平成26年に我が国で開催予定の「ESDに関するユネスコ世界会議」に向けて、持続可能な社会を担う人
材づくりの一層の推進をうたっている。こうしたことに適切に対応するため、本事業を実施する。

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室 環境経済課環境教育推進室

環境教育推進室長
宮澤　俊輔

会計区分 一般会計 施策名 ８－４環境教育・環境学習の推進

事業番号 新25追加-011

　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 持続可能な地域づくりを担う人材育成事業 担当部局庁 総合環境政策局 作成責任者



平成２３年行政事業レビュー 平成２４年行政事業レビュー

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

- 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

-

－

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。 平成24年6月に開催された「リオ＋20」（H24.6）において、ＥＳＤ
の更なる促進の合意がなされたほか、我が国が表明した「緑
の未来」イニシアティブでも、持続可能な社会を担う人材づくり
の必要性が求められており、国が率先して推進する必要があ
る。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業ではない
か。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

-

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 評価に関する説明

-

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

- -

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

-

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

本事業により、全国47都道府県において、学校教職員、ＮＰＯ、事業者等がＥＳＤに対する理解を深め、郷土色豊かな環境教育プログラムを各地
で共有するほか、出前授業等による実証により、ＥＳＤに従った環境教育の取組を促進する。
また、平成26年に我が国で開催予定の「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」で、我が国がリーダーシップを発揮する下地づくりが図られる。

予算監視・効率化チームの所見

- -

-

-

- -

類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となってい
るか。

　※類似事業名とその所管部局・府省名

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

-



計 - 30

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

- 30環境保全調査費

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

職員旅費 - 0 入替要求による新規要求

－

－ － － (－ )

単位当たり
コスト

　　　　　　　－　（千円／人・日） 算出根拠 －

野生鳥獣の適正な保護管理を目的としており、
これらを定量的に数字で評価することは困難。

活動実績

（当初見込
み）

－
－ － －

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

野生鳥獣の適正な保護管理を目的としており、
これらを定量的に数字で評価することは困難。

成果実績 － － － － －

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％ － －

執行率（％） － － －

執行額 － － －

－ － － － 30

－ 30（復興庁計上）

補正予算 －

繰越し等 － － － －

－ － －

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 － － －

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①警戒区域における鳥獣捕獲等に必要な生息状況等の調査、関係者との調整、実施計画の策定、実施体制の構築を行うとともに、既往の知
見や実施結果等を踏まえ、捕獲や捕獲個体の処理等に係るより効率的かつ安全な方法の検討を行う。
②①の調査結果を踏まえ、警戒区域においてイノシシ等野生鳥獣の捕獲を行う。
※なお、本事業は、復興庁で一括計上し、環境省で執行する事業である。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する計画、
通知等

福島復興再生基本方針

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

警戒区域において野生鳥獣の捕獲等を行うことにより、生活環境の保全、帰還に向けた環境整備の円滑な実施、帰還後の住民の安心・安全
の確保を図るとともに、産業復興及び地域経済の活性化等地域経済の再建に寄与する。

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～平成29年度(予定) 担当課室

統括官付参事官（予算会計担当）／
野生生物課鳥獣保護業務室

会計区分 東日本大震災復興特別会計 施策名 5-6 東日本大震災への対応（自然環境の復旧・復興）

尾関　良夫（復)
秀田　智彦（環）

事業番号

　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(復興庁、環境省)
事業名 警戒区域における鳥獣捕獲等緊急対策事業 担当部局庁 復興庁／環境省自然環境局 作成責任者

復興庁　新25追加－６
環境省　新25追加-012



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

-

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

福島復興再生基本方針（平成24年７月13日）において「野生動物への対策、有害鳥獣駆除等の取組の推進」が盛り込まれており、地元自治
体も警戒区域における野生鳥獣対策の実施を強く要望しているところである。

予算監視・効率化チームの所見

-

－ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

－ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

- 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

-

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－

－

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

評価に関する説明

原発事故に伴う放射能汚染や立入り規制等により、地元
自治体や土地所有者等では対応できない警戒区域を対
象としている。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

－ －



事業番号 新25追加-013
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名
アジアの低炭素社会実現のための

ＪＣＭ大規模形成支援事業
担当部局庁 地球環境局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～平成26年度 担当課室 国際連携課国際協力室 室長　川又孝太郎

会計区分
エネルギー対策特別会計
(エネルギー需給勘定)

施策名
1-4　市場メカニズムを活用した海外における地球温暖化

対策の推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

特別会計に関する法律第85条第3項第1号ホ
特別会計に関する法律施行令第50条第7項第9
号

関係する計画、
通知等

平成25年度予算編成の基本方針（平成25年1月24日閣議決
定）
Ⅲ（２）　成長による富の創出
（前略）低炭素社会の創出等に資する省エネルギー・再生可
能エネルギ－等の導入、研究開発、イノベーションの基盤強
化、資源・海洋開発などを推進する。

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

海外における我が国のエネルギー起源CO2排出削減への貢献を適切に評価する新たなメカニズム（JCM：Joint Crediting
Mechanism）の構築に向けた実現可能性調査(F/S)等を踏まえ、案件発掘形成力を有するアジア開発銀行等と協調しながら、日本
の研究機関・地方公共団体・民間企業とともに日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運営・維持管理体制を確立する
ことで都市や地域などの面的かつパッケージでの大規模実施案件形成するための実証事業（委託事業）等を実施し、JCMの円滑
な本格実施につなげる。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

（１）大規模案件形成委託事業
　JCMの構築に向けた実現可能性調査(F/S)等を踏まえ、案件発掘形成力を有するアジア開発銀行等と協調しながら、日本の研
究機関・地方公共団体・民間企業とともに日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運営・維持管理体制を確立することで
都市や地域などの面的かつパッケージでの大規模実施案件形成をするための実証事業の実施に対する支援（委託事業：2件程
度）を行う。
（２）アジア各国の特徴を踏まえた大規模案件形成可能性調査
　各国の特徴を踏まえつつ、日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運営・維持管理体制を確立することで、都市や地
域などの面的な形での大規模案件形成がいつまでにどの程度可能となるかを調査・検証する。また、国内のステークホルダーを
参集し、調査結果をアジア諸国の国別・分野別情報に整理した上で、我が国のノウハウとして関係者間での蓄積・共有を図る。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

予
算
の
状
況

当初予算 － － － － 1,102

補正予算 － － － －

繰越し等 － － － －

計 － － － － 1,102

執行額 － －

－

－

執行率（％） － － －

－

22年度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 21年度

達成度

JCM制度の確立

成果実績

24年度活動見込

23年度

－

23年度

－ －

目標値
（　　年度）

－

22年度

-

％ － －

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度

－

単位当たり
コスト

　　　　　　　　　　－　（円／　　　　　　　　） 算出根拠
本事業により実施するJCMの大規模形成に関する調査等は、同時多
発的かつ多量に生み出すためのアプローチを検討するものであること
から、成果目標を数値で表すことは困難。

１０カ国程度で調査を実施

活動実績

（当初見込
み）

－調査実
施件数
（件）

－ －

24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

二酸化炭素排出抑制対策
事業等委託費 - 1,102 入れ替え要求による新規要求平

成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目

計 － 1,102

－

(-)



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

評 価 項　　　目 評価に関する説明

・全世界的な温暖化対策は必須で優先度も高い。
・新たな制度の本格実施のためには途上国政府との調
整が不可欠で国の関与が必要。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

当該事業は、JCMを大規模に形成するため、面的展開を
可能とする基盤整備支援も併せて実施するものであり、
JCMプロジェクトの大規模形成という成果を達成する手
段として実行性が高い事業である。

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

平成２５年度においては、左記項目に注意し契約する。

-

－

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

－ －

点
検
結
果

効率的・効果的に成果が得られるよう事業の実施に努める。

予算監視・効率化チームの所見

- -

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

- -

補記

-

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

　※類似事業名とその所管部局・府省名



計 － 400

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

二酸化炭素排出抑制
対策事業等委託費 － 400 入替要求による新規要求

－ －

単位当たり
コスト

- 算出根拠
上記は本事業の成果の一部でしかなく、あくまで参考である。した
がって、成果一単位あたりのコストのみを切り出してコスト削減量を計
ることは困難。

①地域センターでの温暖化防止活動実施件数
②地域センターでの自治体等連絡調整会議の
開催
③地域センター職員の研修
④教材(ツール)貸出し件数

活動実績

（当初見込
み）

調査実
施件数
（件）

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度

-

－ －

－ － －

－

－
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

23年度
目標値

（　　年度）

地域における温室効果ガスの削減

成果実績 －

％

22年度

22年度 23年度 24年度活動見込

－ －

執行率（％） - - -

達成度

成果指標 単位 21年度

執行額 - - -

- - - - 400

- 400

補正予算 -

繰越し等 - - - -

- - -

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - -

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①全国地球温暖化防止活動センター運営業務：温対法25条第2項に規定されている全国地球温暖化防止活動推進センターが
実施する事業の一層の円滑化と促進を図り、低炭素社会の構築を目指す。
②地域における地球温暖化防止活動促進事業：温対法第24条第2項各号に規定されている地域地球温暖化防止活動推進セン
ターの運営や実施事業の一層の円滑化と促進を図り、低炭素社会の構築を目指す。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

1-2 国内における温室効果ガスの排出抑制

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

特別会計に関する法律第85条第3項第3号、
地球温暖化対策の推進に関する法律第3条第3

項、第24条、第25条、第27条

関係する計画、
通知等

京都議定書目標達成計画

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

全国地球温暖化防止活動推進センターをはじめとする関係団体との連携を図り、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関
する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるため、地球温暖化対策の推進に関する法律
に基づき全国地球温暖化防止活動推進センター等が実施することとされている事業の実施を支援する。

－

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室 地球温暖化対策課国民生活対策室 課長　和田　篤也

会計区分
エネルギー対策特別会計
(エネルギー需要勘定)

施策名

(-)

事業番号 新25追加-014
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業 担当部局庁 地球環境局



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名 -

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-

-
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

より効率的・効果的に成果が得られるよう事業の実施に努める。

-

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

〇 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

〇 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

全国地球温暖化防止活動推進センター及び地域地球
温暖化防止活動推進センターによる取組は、地球温暖
化対策の推進に関する法律に基づく施策であり、この
促進を図る当該事業の実効性は高い。

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

-

評価に関する説明

当該事業は、民生・業務部門でのCO2削減のため、地
球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、全国地球
温暖化防止活動推進センターに指定された団体が地域
センターと連携し、同法に基づく事業を実施するための
ものであり、国で実施することが適切である。

〇
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

― ―



計 - 2,100

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

二酸化炭素排出抑制
対策事業費補助金

- 2,100 入替要求による新規要求

(                   ) (                   )

単位当たり
コスト

○出資事業　60,135円/ｔ-CO2/年
○利子補給事業
（１）環境格付融資　10,176円/ｔ-CO2/年
（２）環境リスク審査融資　8,154円/ｔ-CO2/年

算出根拠

○出資事業
・一般的な再エネ事業における出資額から単価を算出。
○利子補給事業
（１）環境格付融資：平成24年度事業の実績を基に単価を算出。
（２）環境リスク審査融資：一般的な再エネ事業における融資額から単
価を算出。

○出資事業　取組出資事業件数
○利子補給事業
（１）環境格付融資　参加金融機関数
（２）環境リスク審査融資　参加金融機関数

活動実績

（当初見込
み）

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

23年度
目標値

（25年度）

○出資事業　地域毎に最低1件以上の取組
○利子補給事業
（１）環境格付融資　都道府県毎に最低1行以上の融資制度設置
（２）環境リスク審査融資　地域ブロック毎に最低1行以上の融資制
度設置

成果実績 10

達成度

成果指標 単位 21年度 22年度

％

執行率（％）

執行額

2,100

2,100

補正予算

繰越し等

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに民間資金を動員するため、以下の業務を行う基金を造成する。
（１）出資事業
リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶものが多いこと等に起因するリスクが高く民間資金が十分に供給されていない低炭素
化プロジェクトについて、ＣＯ２削減効果を審査・評価し、民間資金による投資の呼び水とすべく、地域・市民ファンド、ＳＰＣ等に出
資する基金を民間団体等に造成する。
（２）利子補給事業
融資における利子負担を軽減することにより、低炭素化プロジェクトにおける資金調達を円滑化するため、金融機関を通じて地球
温暖化対策に係る費用について利子補給を行う。利子補給対象は、金融機関が、①企業の環境格付を通じて金利を優遇する環
境格付融資、又は②融資判断に当たってプロジェクトごとに環境リスク審査を行うもの。

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

環境配慮促進法（第4条、第5条）、
特別会計に関する法律（第85条第3項第1号ホ）、
特別会計に関する法律施行令（第50条第7項第8号）

関係する計画、
通知等

環境基本計画

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

出融資、利子補給等の金融メカニズムを活用して、地域における低炭素化プロジェクトへの投資を促進し、市場を創出することに
より、ＣＯ２排出削減を加速化し、同時に、経済再生・地域の活性化にも資する。

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度 担当課室 環境経済課

環境経済課長
大熊　一寛

会計区分
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

施策名 1-2　国内における温室効果ガスの排出抑制

事業番号 新25追加-015
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名 地域低炭素投資促進ファンド創設事業 担当部局庁 総合環境政策局 作成責任者



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

-

点
検
結
果

環境金融の拡大と温室効果ガスの削減効果について検証等を行う予定。

- -

-

　※類似事業名とその所管部局・府省名
エネルギー使用合理化特定設備等導入
促進事業費補助金（経済産業省）

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-

- 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

- 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○出資事業
・出資額の概ね４倍以上の温暖化対策投資を誘発することが
できるため、費用対効果に優れている。
○利子補給事業
・１～２％を上限とする利子補給により、その何十倍もの温暖
化対策投資を誘発することができるため、費用対効果に非常
に優れている。
・また、融資を受ける事業者がＣＯ２排出抑制計画を作成、又
はCO２削減を誓約することで、確実なCO２排出削減を図る。

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

- 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

○利子補給事業
・利子補給率は①環境格付融資において借入金利の２／３
（上限１％）、高利率（２～６％）なプロジェクトファイナンスを対
象としている②環境リスク審査融資において上限２％としてお
り、適切な負担率であると考える。

評価に関する説明

○出資事業
・リスクが高く民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェ
クトに民間資金を呼び込むという観点から優先度が高く、国が実施す
べき事業である。
○利子補給事業
・環境金融の取組を普及させるとともに温暖化対策設備投資を促進
するという観点から優先度が高く、国が実施すべき事業である。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

-



事業番号 新25追加-016
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名
再生可能エネルギー導入拡大に向けた

系統整備等調査事業
担当部局庁 地球環境局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度 担当課室 地球温暖化対策課 調整官　神谷洋一

会計区分
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

施策名 1-2　国内における温室効果ガスの排出抑制

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

特別会計に関する法律第８５条第３項第１号ホ
特別会計に関する法律施行令第５０条第７項第９号

関係する計画、
通知等

エネルギー基本計画、科学技術基本計画、
京都議定書目標達成計画

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　風力発電の導入適地は、電力の需要地から離れており送電網が脆弱な地域が多く、風力による発電電力を系統に送ることが困
難であり、風力発電の導入拡大のためには、系統整備により送電可能量の拡大が不可欠。
　風力発電のための送電線の整備手法やこれによる導入可能量の拡大量を検討することで、送電網整備による風力発電の最大
限の導入に貢献することを目的とする。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　今後特に導入拡大が見込まれる風力発電等の再生可能エネルギーのための送電線を対象として、具体的な送電線の整備可能
地域の検討、効率的な建設工法の検討等を行う。
　これにより、再生可能エネルギーの導入拡大のための系統整備に向けた知見を集積し、風力発電等再生可能エネルギー導入
検討地域において活用されることで、送電網整備による風力発電等の最大限の導入に資する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 300

補正予算 -

繰越し等 - - - -

- - - - 300

執行額 - - -

執行率（％） - - -

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

23年度
目標値

（　　年度）

再生可能エネルギーの導入拡大のための系統
整備に向けた知見の集積を通じた系統整備の
促進

成果実績 - - - - -

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 　年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

-
- - -

-

-

- - - (       -       )

単位当たり
コスト

　　　　　　―　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 定量的な成果実績を示せないため、算出困難。

委託調査による知見・情報の集積

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

二酸化炭素排出抑制
対策事業等委託費

- 300 入替要求による新規要求平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 - 300



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー－ －

評価に関する説明

風力発電の導入適地は、電力の需要地から離れており
送電網が脆弱な地域が多く、導入拡大のためには系統
整備による送電可能量の拡大が不可欠。また、送電網
整備地域の検討、送電線の整備手法やこれによる導入
可能量の拡大を検討するなど最大限の導入を図るには
国が実施することが適切である。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

― 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

― 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

― 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

―

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

風力発電等の導入拡大のためには、系統整備による送
電量の拡大が不可欠であり、送電網整備地域の検討、
送電線の整備手法やこれによる導入可能量の拡大量を
検討することが重要である。

― 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

― 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

―

― 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

― 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

-

―
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

― 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

風力発電の導入拡大のため、具体的な送電線の整備可能地域及び効果的な送電線の建設等の知見・情報を収集する。

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名 －

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-



事業番号 新25追加-017
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(環境省)

事業名
CO2排出削減対策強化誘導型

技術開発・実証事業
担当部局庁 地球環境局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～ 担当課室 地球温暖化対策課 調整官　神谷洋一

会計区分
エネルギー対策特別会計
（エネルギー需給勘定）

施策名 1-2　国内における温室効果ガスの排出抑制

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

特別会計に関する法律第８５条第３項第１号へ
特別会計に関する法律施行令第５０条第８項

第７号、第８号

関係する計画、
通知等

エネルギー基本計画、科学技術基本計画、
京都議定書目標達成計画

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　地球温暖化対策技術については、民間に委ねるだけでは、大幅なCO2削減に必要な開発が必ずしも進まない状況であり、民間
の開発インセンティブが小さいCO2削減技術の開発・実証が必要不可欠である。将来の規制等対策強化につながるCO2削減効果
の優れた技術の開発・実証を国の主導により強力に進め、CO2排出量の大幅な削減を目指す。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　低炭素社会の創出を強力に推進するためには、将来的には対策や推進を強化するための制度等が必要であり、その際に必要
となる技術や社会実証等の知見が必要となる。このことから、将来の規制等対策強化のシナリオに基づき技術開発等の課題を提
示し、将来的な対策強化の導入につながり、CO2削減効果が大きく、産業界による自主的な技術開発では社会に導入されない技
術開発や実証事業を重点的に支援する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度

- - -

計

25年度

予
算
の
状
況

当初予算 - - - - 3,300

補正予算 -

繰越し等 - - - -

- - - - 3,300

執行額 - - -

執行率（％） - - -

成果指標 単位 21年度 22年度

％ - -

23年度
目標値

（　　年度）

本事業により開発した技術により見込まれる
CO2削減効果（本事業は複数年かけて実施する
ものであるため、Ｈ２５予算額のみでＣＯ2削減成
果を定量的に算出することは困難。）

成果実績 - - - - -

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 25年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

件
- - -

-

-

- - - (     30     )

単位当たり
コスト

　　　　　　―　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠
本事業は複数年かけて実施するものであるため、Ｈ２５予算額のみで
単位当たりコストを算出することは困難。

技術実証及び実証研究実施件数

費　目 24年度当初予算 25年度当初予算 主な増減理由

二酸化炭素排出抑制
対策事業等委託費

- 2,800 入替要求による新規要求

- 500 入替要求による新規要求
二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳

計 - 3,300



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー－ －

評価に関する説明

規制等地球温暖化対策の強化につながる民間の開発イ
ンセンティブの低い技術開発・実証は、国が実施する必
要がある。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

― 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

― 受益者との負担関係は妥当であるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

― 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

―

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

環境省では、将来的な地球温暖化対策の強化（規制等）
につながり、産業界による自主的な技術開発では社会に
導入される見込みのない技術開発や実証研究を対象と
する。

― 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

― 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

―

― 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

― 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

-

○
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

― 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

　将来的な地球温暖化対策の強化につながり、CO2削減効果が大きく、産業界による自主的な技術開発では社会に導入されない技術開発
や実証事業を重点的に支援する。

- -

　※類似事業名とその所管部局・府省名
戦略的省エネルギー技術革新プ
ログラム（経済産業省資源エネル
ギー庁）

関連する過去のレビューシートの事業番号

-

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記

予算監視・効率化チームの所見

-


